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消
防
署
で
は
、
交
通
事
故
や
火
災

等
の
災
害
に
お
け
る
救
助
活
動
に
必

要
な
救
助
工
作
車
を
最
新
鋭
の
車
両

に
更
新
し
、
配
備
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
救
助
工
作
車
は
、
従
来
装
備

し
て
い
た
照
明
装
置
や
ウ
ィ
ン
チ
装

置
等
の
他
に
ク
レ
ー
ン
、
高
圧
噴
霧

消
火
、
高
圧
油
圧
せ
ん
断
等
の
装
置

を
備
え
、
高
度
な
救
助
災
害
に
対
応

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。 

　
複
雑
多
様
化
す
る
救
助
活
動
に
対

し
、
迅
速
か
つ
的
確
な
救
助
活
動
が

行
え
る
よ
う
日
頃
か
ら
訓
練
を
重
ね
、

出
動
態
勢
の
強
化
・
充
実
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。 

             

◎
問
い
合
わ
せ 

　
消
防
署
　
☎
（
61
）０
９
１
１ 

　
こ
の
た
び
、
日
本
赤
十
字
社
神
奈

川
県
支
部
大
磯
町
分
区
で
は
、
町
立

ふ
れ
あ
い
会
館
入
口
付
近
に
Ａ
Ｅ
Ｄ

（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）を
設
置
し

ま
し
た
。
緊
急
時
に
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
日
赤
大
磯
町
分
区（
福
祉
課
内
）　

　
☎
内
線
３
０
３ 

国
民
保
護
計
画
を
策
定

国
民
保
護
計
画
を
策
定 
国
民
保
護
計
画
を
策
定 

を
更
新 

 

救 

助 

工 

作 

車 
　
町
で
は
、
武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ

ロ
等
の
事
態
な
ど
か
ら
町
民
の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
、「
大
磯
町
国
民
保
護
計

画
」を
策
定
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
計
画
は
、「
武
力
攻
撃
事
態
等

に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
措
置
に
関

す
る
法
律（
国
民
保
護
法
）」に
基
づ

い
て
策
定
を
し
た
も
の
で
、
武
力
攻

撃
が
起
き
た
場
合
に
は
、
こ
の
計
画

の
も
と
、
町
で
は
、
国
・
県
・
関
係

機
関
等
と
連
携
し
て
、
避
難
誘
導
や

救
援
等
の
措
置
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

す
。 

 

◆
計
画
の
内
容 

　
国
民
保
護
計
画
は
、
次
の
よ
う
な

構
成
で
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

総
論 

　
計
画
の
位
置
づ
け
、
対
象
と
す
る

事
態
な
ど「
計
画
の
趣
旨
」 

平
素
か
ら
の
備
え
や
予
防 

　
関
係
機
関
と
の
連
携
、
通
信
の
確

保
な
ど「
事
態
発
生
前
の
準
備
」 

武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処 

　
警
報
の
伝
達
、
避
難
の
指
示
、
救

援
な
ど「
事
態
発
生
後
の
対
処
」 

復
旧
等 

　
応
急
復
旧
、
費
用
の
支
弁
な
ど「
事

態
収
拾
後
の
対
処
」 

緊
急
対
処
事
態
へ
の
対
処 

　
警
報
の
通
知
、
伝
達
な
ど「
緊
急

対
処
事
態
へ
の
対
処
」 

 

◆
計
画
の
閲
覧
場
所 

・
防
災
対
策
担
当（
本
庁
舎
１
階
） 

・
町
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
本
庁
舎
、

国
府
支
所
） 

・
図
書
館（
本
館
） 

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。 
 

◎
問
い
合
わ
せ
　
防
災
対
策
担
当 

　
☎
内
線
２
６
９ 

　
町
は
中
郡
医
師
会
大
磯
班
、
平
塚

歯
科
医
師
会
大
磯
地
区
と「
災
害
時

に
お
け
る
医
療
救
護
活
動
に
つ
い
て

の
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
協
定
は
、
震
度
６
以
上
の
地

震
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
風

水
害
等
で
多
数
の
被
災
者
が
発
生
し

た
場
合
等
に
町
が
救
護
所
を
開
設
し
、

町
長
の
協
力
要
請
に
よ
り
、
医
師
、

歯
科
医
師
が
救
護
所
に
参
集
し
、
医

療
救
護
活
動
を
行
う
こ
と
を
取
り
決

め
た
も
の
で
す
。 

　
災
害
が
起
こ
り
、
傷
病
者
が
多
数

発
生
し
た
場
合
は
、
救
護
所
を
大
磯

小
学
校
と
国
府
小
学
校
の
二
箇
所
に

設
置
し
ま
す
。
救
護
所
で
は
ま
ず
、

ト
リ
ア
ー
ジ（
傷
病
程
度
の
診
断
）を

し
、
応
急
処
置
及
び
医
療
を
行
い
、

重
傷
者
に
つ
い
て
は
災
害
医
療
拠
点

病
院
ま
た
は
東
海
大
学
医
学
部
付
属

大
磯
病
院
な
ど
の
後
方
支
援
病
院
に

搬
送
し
ま
す
。 

　
な
お
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、

医
師
、
歯
科
医
師
は
救
護
所
に
参
集

し
ま
す
の
で
、
各
診
療
所
は
休
院
と

な
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
ま
た
今
後
は
、
医
薬
品
の
安
定
供

給
の
た
め
に
薬
剤
師
会
と
の
協
定
締

結
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
０
９ 

町
医
師
会 

、
歯
科
医
師
会 

と 

災
害
時
医
療
救
護
活
動
の
協
定
を
締
結 

に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置 

ふ
れ
あ
い
会
館 


